
江別市まち・ひと・しごと創生有識者会議の在り方について 

 

 

○ 江別市まち・ひと・しごと創生有識者会議（以下「有識者会議」という。）は、

主に江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）の策定

と推進を目的に、産業界・関係行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・マスメ

ディア（産学官金労言）による１２名の委員で構成され、その任期は３年間となっ

ております。 

 

○ 現行の総合戦略が令和６年度をもって終了しますので、少なくとも令和５年度に

は次期総合戦略の策定作業を行う必要があります。そのため、国や近隣市等の動向

を踏まえつつ、どのような会議体にすれば、地方創生がより一層推進されるか検討

する必要があると考えております。 

 

○ 特に、市民公募委員の在り方につきましては、重要な検討課題と考えおります。

なお、国の動向、近隣市町等の状況は別添の資料のとおりとなっており、国の通知

では「幅広い層の住民をはじめ、産学官金労言士などの多様な主体の参画を得るな

ど、各々の地域の特性に応じた検討プロセスを経ることが重要であること。」と記

載されております。また、他市の状況を見ると、札幌市と恵庭市以外は市民公募委

員を入れている状況です。 

  【参考資料①】 

『次期「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」の策定等について（通知）』（令和元年６月２１日付け内

閣官房、内閣府 連名通知） 

  【参考資料②】 

   石狩管内の自治体等における市民参加の取組状況 

○ こうした状況を勘案し、市民公募委員の在り方につきまして、次回以降の会議の

場でご議論いただければと考えております。また、併せて仮に市民公募委員を入れ

た場合の会議の規模や、次期総合戦略の策定を見据え、委員任期に関してもご議論

いただいてはどうかと存じます。 

 

以上 
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